
一般の医師でも節税できることはまだある！
諦めるのはまだ早い！
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患
者
の
皆
さ
ん
に
健
康
に
気
を
遣
い
、
自
身
は
睡

眠
・
休
息
な
ど
も
十
分
で
な
い
状
況
で
働
か
れ
て
い
る

医
師
の
方
は
数
多
く
い
ま
す
。

「
勤
務
医
労
働
実
態
調
査

最
終
報
告
２
０
１
７
」
に

よ
る
と
※
図
①
あ
な
た
の
業
務
負
担（
回
答
者
個
人
）

は
こ
の
2
年
間
で
変
わ
り
ま
し
た
か
？
の
問
い
に
対

し
て
、「
減
っ
た
」
が
1
6
.
2
%
、「
増
え
た
」
が

4
3
.
8
%
、「
変
わ
ら
な
い
」
が
3
0
.
6
%
、「
未

回
答
」
が
6
.
4
%
と
「
増
え
た
」
の
答
え
が
「
減
っ

た
」
の
2
.
5
倍
近
く
見
ら
れ
、
深
刻
な
問
題
に
あ
り

ま
す
。

医
師
の
労
働
条
件
改
善
策
に
つ
い
て
、「
改
善
し
て
ほ

し
い
こ
と
」（
複
数
回
答
）
の
問
い
で
は
、
1
位
は
「
完

全
な
休
日
を
増
や
す
」
で
5
0
.
0
%
、
次
い
で
2
位

が
「
当
直
・
日
直
回
数
を
減
ら
す
」
で
3
0
.
7
%
、

3
位
が
「
通
常
の
残
業
を
減
ら
す
」
で
3
0
.
6
%

で
し
た
。「
完
全
な
休
日
を
増
や
す
」
が
ト
ッ
プ
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
1
か
月
間
全
く
休
み
の
な
い
医
師

が
1
割
ほ
ど
い
て
、
明
ら
か
に
労
基
法
違
反
と
な

る
1
か
月
の
休
み
が
4
回
未
満
の
医
師
が
3
割
以

上
い
る
実
情
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
働
き
方
改
革
」

「
働
き
方
改
革
で
医
師
労
働
は
改
善
す
る
と
思
い

ま
す
か
？
」
の
問
い
に
、「
大
き
く
改
善
す
る
」
が

2
.
0
%
、「
改
善
す
る
」
が
1
6
.
1
%
、「
ほ
と
ん

ど
改
善
し
な
い
」
が
5
8
.
1
%
、「
わ
か
ら
な
い
」

が
2
1
.
7
%
で
し
た
。

残
念
な
が
ら
、
多
く
の
勤
務
医
は
労
働
時
間
の
規

制
を
求
め
て
い
ま
す
。
多
く
の
医
師
は
、
働
き
方

改
革
に
希
望
を
持
て
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由

は
「
必
要
な
診
療
体
制
を
維
持
で
き
な
い
か
ら
」

や
「
医
療
現
場
で
は
法
律
は
守
ら
れ
て
い
な
い
と
思
う

か
ら
」
な
ど
で
す
。

医
師
の
労
働
時
間
規
制
に
つ
い
て
※
図
②
、「
賛
成
」

が
5
1
.
6
％
、「
反
対
」
が
1
3
.
9
％
、「
未
回
答
」

が
4
.
8
％
で
し
た
。

こ
の
調
査
で
多
く
の
医
師
は
労
働
時
間
規
制
を
求
め
て

い
ま
す
。
多
く
の
医
師
は
、
働
き
方
改
革
に
希
望
を
持

て
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
「
必
要
な
診
療
体
制
を

維
持
で
き
な
い
か
ら
」
や
「
医
療
現
場
で
は
法
律
は
守

ら
れ
て
い
な
い
と
思
う
か
ら
」
な
ど
で
す
。

労働状況から見えてくる医師の実態

医
師
の
過
酷
な
労
働
状
況

■図1：医師労働における業務負担軽減について
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「
調
査
結
果
か
ら
見
え
て
く
る
主
な
問
題
点
」

〇
交
代
制
勤
務
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
当
直
を

担
う
医
師
の
多
く
は
翌
日
も
通
常
勤
務
医
と
な
り
、
30

時
間
を
超
え
る
連
続
労
働
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。

〇
交
代
制
勤
務
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
当
直
を

担
う
医
師
の
多
く
は
翌
日
も
通
常
勤
務
医
と
な
り
、
30

時
間
を
超
え
る
連
続
労
働
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。

〇
長
時
間
労
働
は
、
当
直
を
担
う
常
勤
医
や
研
修
医
、

一
部
の
診
療
科
に
集
中
し
て
い
る
。

〇
当
直
の
多
く
は
時
間
外
労
働
で
あ
り
、
宿
直
に
あ
た

る
も
の
は
1
割
程
度
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

〇
労
働
法
で
は
少
な
く
と
も
4
週
間
で
4
日
以
上
の
休

み
を
与
え
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
3
割
を
超

え
る
医
師
が
違
法
状
態
で
、
1
か
月
の
休
み
が
0
回
の

医
師
が
1
割
程
度
存
在
す
る
。

〇
多
く
の
医
療
機
関
で
は
客
観
的
な
時
間
管
理
が
行
わ

れ
ず
に
、
自
己
申
告
が
な
く
管
理
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー

ス
も
少
な
く
な
い
。

「
絶
対
的
な
医
師
不
足
」

地
域
の
医
師
不
足
は
、
医
師
の
偏
存
問
題
が
原
因
で
あ

る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
医
師
が
余
っ
て
い
る
医
療

機
関
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
医
師
が
比
較
的
多
い
医
療
機

関
で
も
過
重
労
働
は
起
き
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
勤
務
医
の
過
重
労
働
の
原
因
は
医
師
の
絶
対

的
不
足
で
あ
り
、
勤
務
医
の
環
境
改
善
に
は
医
師
の
増

員
が
不
可
欠
で
す
。

「
働
き
方
に
つ
い
て
」

労
働
時
間
に
関
し
て
は
、「
当
直
」
と
呼
ば
れ
る
勤
務

時
間
の
あ
い
ま
い
さ
に
よ
り
、
必
ず
し
も
実
態
を
反
映

し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

病
院
勤
務
医
の
労
働
に
お
い
て
は
、
医
療
に
お
け
る
24

時
間
体
制
を
担
う
た
め
に
、
救
急
医
療
や
重
症
者
の
対

応
に
よ
り
夜
間
労
働
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

多
く
の
医
療
機
関
は
、
こ
の
医
師
の
夜
間
労
働
を
「
宿

直
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
実
態
が
あ
り
ま
す
。

「
宿
直
」
と
は
、
労
働
基
準
法
上
ほ
と
ん
ど
労
働
を
必

要
と
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
労
働
時
間
に
カ
ウ
ン
ト
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

厚
生
労
働
省
は
2
0
0
2
年
の
通
達
「
医
療
機
関
に
お

け
る
休
日
及
び
夜
間
勤
務
の
適
正
化
に
つ
い
て
」
に
お

い
て
、「
宿
日
直
勤
務
医
」
と
は
「
当
該
労
働
者
の
本

来
業
務
は
処
理
せ
ず
、
構
内
巡
視
、
文
書
・
電
話
の
収

受
又
は
非
常
事
態
に
備
え
て
待
機
す
る
も
の
等
で
あ
っ

て
常
態
と
し
て
ほ
と
ん
ど
労
働
す
る
必
要
が
な
い
勤
務

で
あ
る
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
ま
す
。

よ
っ
て
、
24
時
間
体
制
で
行
う
医
療
機
関
に
お
い
て

は
、
休
日
や
夜
間
の
「
日
当
直
」
は
通
常
業
務
が
常
態

化
し
て
お
り
、「
宿
日
直
勤
務
」
で
は
な
く
時
間
外
労

働
と
な
り
ま
す
。

労働状況から見えてくる医師の実態

■図2：医師の労働時間規制について
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労働状況から見えてくる医師の実態

し
か
し
、
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、「
日
当
直
」
が
「
宿

日
直
勤
務
」
と
さ
れ
た
ま
ま
で
、
時
間
外
労
働
で
あ
る

「
日
当
直
」
を
労
働
時
間
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な

い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
1
か
月
の
時
間
外
労
働
時
間（
残
業
時
間
）診
療
科

別
」

「
1
か
月
の
平
均
時
間
外
労
働
時
間
」
は
6
1
.
8
時

間
で
あ
り
、
労
基
法
の
原
則
の
上
限
で
あ
る
月
45
時
間

を
大
き
く
超
え
、
働
き
方
改
革
に
よ
る
労
働
時
間
の
削

減
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

一
方
で
勤
務
医
と
い
っ
て
も
診
療
科
に
よ
る
差
異
は
大

き
く
、「
救
急
科
」
の
9
4
.
4
時
間
を
ト
ッ
プ
に
「
産

婦
人
科
」
の
8
2
.
7
時
間
と
過
労
死
ラ
イ
ン
を
超
え

る
長
時
間
の
時
間
外
労
働
が
見
ら
れ
る
一
方
、「
リ
ハ

ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
科
」
は
3
7
.
2
時
間
、「
眼
科
」

は
4
2
.
8
時
間
と
厚
生
労
働
省
が
定
め
る
月
45
時
間

以
内
に
収
ま
っ
て
い
る
診
療
科
も
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
こ
れ
以
上
の
時
間
を
労
働
時

間
に
変
え
、
年
収
を
上
げ
る
こ
と
は
、
肉
体
的
に
も
厳

し
い
状
況
で
す
。

年
収
を
上
げ
る
よ
り
、
手
取
り
を
上
げ
る
事
を
考
え
る

医
師
も
多
い
で
す
が
、
現
実
的
に
出
来
る
こ
と
は
限
ら

れ
ま
す
。

■医師の診療科別：１ヶ月の平均時間外労働時間
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８つの内あなたは何個活用できているか

①
生
命
保
険
料
控
除

※
生
命
保
険
加
入
者
の
み

②
地
震
保
険
料
控
除

※
居
住
し
て
い
る
自
宅
で
地
震
保
険
に
加
入
し
て
い
る

場
合
の
み

③
雑
損
控
除

※
災
害
・
盗
難
・
横
領
等
の
控
除

④
医
療
費
控
除

※
年
間
医
療
費
が
10
万
円
を
超
え
る
場
合
の
み

⑤
寄
付
金
控
除（
ふ
る
さ
と
納
税
等
）

※
所
得
に
よ
り
限
度
額
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

⑥
各
種
人
的
控
除

※
条
件
に
あ
て
は
ま
る
人
に
認
め
ら
れ
る
控
除

⑦
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

※
自
宅
購
入
で
金
融
機
関
を
使
っ
て
い
る
場
合
の
み

⑧
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
i
D
e
C
o（
イ
デ
コ
）

※
属
性
に
よ
り
毎
月
の
掛
け
金
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
所
得
控
除
は
、
社
会
政
策
的
配
慮
か
ら
設
け

ら
れ
て
い
る
、「
物
的
控
除
」
と
、
納
税
者
の
個
人
的

事
情
を
考
慮
し
た
「
人
的
控
除
」
の
2
つ
に
分
け
ら
れ

ま
す
。
さ
ら
に
2
0
2
0
年
か
ら
「
ひ
と
り
親
控
除
」

も
加
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
控
除
を
う
ま
く
使
う
こ
と
で
、
所
得
金
額
を

下
げ
る
こ
と
が
で
き
、
所
得
税
、
住
民
税
の
軽
減
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。

①
生
命
保
険
料
控
除

納
税
者
が
生
命
保
険
料
・
介
護
医
療
保
険
料
及
び
個
人

年
金
保
険
料
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
一
定
の
金
額
の

所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
で
生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
る
も
の
は

（
１
）一
般
生
命
保
険

死
亡
保
険
、
学
資
保
険
な
ど
の
保
険
料

（
２
）介
護
医
療
保
険

医
療
保
険
、
が
ん
保
険
、
介
護
保
険
な
ど
の
保
険
料

（
３
）個
人
年
金
保
険

個
人
年
金
保
険
料
税
制
適
格
特
約
が
付
加
さ
れ
た
個
人

年
金
保
険
契
約
な
ど
の
保
険
料

こ
の
3
つ
に
な
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
納
税
者
が
任
意
で
保
険
会
社
と
契
約
し
た
保

険
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
妻
が
契
約
者
で
、
夫
が
保
険
料
を
支
払
っ
て
い

る
場
合
は
夫
の
生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す

（
※
保
険
金
の
受
取
人
が
第
三
者
の
場
合
は
、
保
険
料

控
除
の
対
象
外
）。

旧
制
度
の
2
0
1
1
年
12
月
31
日
以
前
に
締
結
し
た
保

険
契
約
と
、
新
制
度
の
2
0
1
2
年
1
月
1
日
以
降
に

締
結
し
た
保
険
契
約
の
控
除
額
は
※
図
③
の
よ
う
に
変

わ
り
ま
す
。

新
制
度
の
場
合
は
、
生
命
保
険
料
控
除
の
適
用
限
度
は

12
万
円
に
な
り
ま
す
。

「
生
命
保
険
料
控
除
」
が
12
万
円
の
場
合
、
そ
の
年
の

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
の
で
、
税
率（
累
進
課
税
）

を
か
け
る
前
の
所
得
が
低
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得

税
、
住
民
税
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

一
般
的
な
節
税
の
方
法
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８つの内あなたは何個活用できているか

②
地
震
保
険
料
控
除

地
震
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
年
末
調
整
や
確
定

申
告
で
手
続
き
す
る
こ
と
で
地
震
保
険
料
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る

と
、
所
得
税
や
住
民
税
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

・
地
震
保
険
料
控
除
の
仕
組
み

１
年
間
に
支
払
っ
た
地
震
保
険
料
の
額
に
応
じ
た
一
定

額
を
所
得
か
ら
差
し
引
き
所
得
税
や
住
民
税
の
負
担
を

軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

地
震
保
険
は
基
本
的
に
火
災
保
険
と
セ
ッ
ト
で
契
約
す

る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
地
震
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
る
の
は
地
震
保
険
に
該
当
す
る
部
分
の
保
険
料
の
み

（
火
災
保
険
料
は
対
象
外
）に
な
り
ま
す
。

・
地
震
保
険
料
控
除
の
対
象

地
震
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
居
住
用
家
屋

（
建
物
）と
生
活
用
動
産（
日
常
生
活
に
必
要
な
家
具
、

じ
ゅ
う
器
、
衣
服
な
ど
の
家
財
）を
保
険
の
目
的
と
す

る
地
震
保
険
契
約
で
す
。

賃
貸
契
約
で
建
物
を
所
有
し
て
い
な
い
人
で
も
家
財
に

地
震
保
険
を
か
け
れ
ば
地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

賃
貸
契
約
す
る
際
に
火
災
保
険
に
地
震
保
険
も
付
帯
さ

れ
て
い
れ
ば
、
地
震
保
険
料
控
除
を
利
用
で
き
ま
す
。

■図３：保険契約の控除額（旧制度と新制度）
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・
地
震
保
険
の
保
険
料
控
除
額

地
震
保
険
料
控
除
は
、
そ
の
年
に
支
払
っ
た
保
険
料
額

に
応
じ
て
控
除
額
が
決
ま
り
、
所
得
税
と
住
民
税
で
控

除
額
が
異
な
り
ま
す
。

例
）年
間
支
払
保
険
料
が
5
万
円
で
所
得
税
率
2
3
%

の
人
の
場
合

（
１
）所
得
税
の
軽
減
額
：

５
万
円（
支
払
保
険
料
全
額
）×
10
％
＝
5
千
円

（
２
）住
民
税
の
軽
減
額
：

2
．
5
万
円（
支
払
保
険
料
1
/
2
）×
10
％

＝
2
．
5
千
円

（
３
）合
計
の
税
の
軽
減
額
＝（
1
）＋（
2
）

＝
7
．
5
千
円

※
復
興
特
別
所
得
税
は
考
慮
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

③
雑
損
控
除

雑
損
控
除
と
は
、
住
宅
や
家
財
・
現
金
な
ど
生
活
に
必

要
な
動
産
が
災
害
・
盗
難
・
横
領
に
あ
っ
た
と
き
に
対

象
と
な
る
所
得
控
除
で
す
。

「
生
活
の
質
」に
着
目
し
て
い
る
も
の
な
の
で
、
書
画
・

骨
董
・
30
万
円
を
超
え
る
貴
金
属
な
ど
が
盗
難
に
あ
っ

て
も
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

損
害
の
原
因（
理
由
）

・
自
然
現
象
の
異
変
に
よ
る
災
害（
震
災
、
台
風
や
洪

水
、
落
雷
な
ど
）

・
人
為
に
よ
る
異
常
な
災
害（
火
災
や
火
薬
類
の
爆
発

な
ど
）

・
生
物
に
よ
る
異
常
な
災
害（
害
虫
、
害
獣
な
ど
）

・
盗
難（
空
き
巣
や
ひ
っ
た
く
り
）

・
横
領

※
恐
喝
や
脅
迫
、
詐
欺
の
被
害
は
適
応
さ
れ
ま
せ
ん
。

控
除
金
額
と
計
算

・
控
除
さ
れ
る
金
額
は
、

次
の
う
ち
多
い
金
額
で

す
。

①（
差
引
損
失
額
）―（
総

所
得
金
額
等
）×
10
％

②（
差
引
損
失
額
の
う
ち

災
害
関
連
支
出
の
金
額
）

―
５
万
円

雑
損
控
除
の
計
算
例

総
所
得
金
額
４
５
０
万

円
の
人
が
火
災
に
遭
い
、

火
事
で
損
失
額
８
０
万

円
、
被
害
関
連
支
出
が

３
０
万
円
、
保
険
の
補

填
１
０
万
円
を
受
け
た
場

合
、
上
記
①
に
当
て
は
め

る
と
、（
80
＋
30
―
10
）―

4
5
0
×
10
％
＝
55
万

８つの内あなたは何個活用できているか

■地震保険料控除の控除額

※上記の「雑損控除」に関する事項欄に記載するとともに、火災は消防署、盗難は警察が発行する被害届出用の証明書、及び支出した領収書を添付します。
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円
、
②
に
当
て
は
め
る
と
、
30
―
5
万
円
＝
25
万
円
と

な
る
の
で
、
多
い
金
額
の
①
を
選
び
、
雑
損
控
除
額

55
万
円
と
な
り
ま
す
。

④
医
療
費
控
除

医
療
費
控
除
と
は
、
１
年
間
に
多
く
の
医
療
費
を
支
払

っ
た
場
合（
一
般
的
に
は
10
万
円
超
）に
、
所
得
税
が

安
く
な
る
所
得
控
除
の
１
つ
で
す
。（
上
限
2
0
0
万

円
）

た
と
え
ば
、
家
族
の
誰
か
が
入
院
し
、
医
療
費
が
年

間
15
万
円
で
医
療
費
控
除
が
5
万
円
の
場
合
、「
5
万

円
×
税
率
」
分
税
金
が
安
く
な
る
の
で
、
所
得
税
率
が

1
0
%
の
場
合
、
5
0
0
0
円（
5
万
円
×
1
0
%
）

所
得
税
が
安
く
な
り
、
住
民
税
も
合
わ
せ
る
と
＋

5
0
0
0
円（
1
0
%
）で
合
計
1
万
円
安
く
な
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

※
復
興
特
別
所
得
税
が
考
慮
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

【
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
主
な
医
療
費
】

・
病
院
や
歯
科
医
院
で
の
治
療
費

・
治
療
の
た
め
に
購
入
し
た
薬
の
代
金（
市
販
薬
OK
）

・
病
院
な
ど
へ
の
交
通
費（
電
車
や
バ
ス
な
ど
）

・
け
が
や
病
気
の
治
療
の
た
め
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
は
り
、

お
灸
な
ど
の
費
用

・
入
院
や
自
宅
療
養
を
し
て
い
る
病
人
の
付
添
を
頼
ん

だ
場
合
の
付
添
料

・
助
産
師
が
分
娩
の
介
助
を
し
た
場
合
の
介
助
費
用

・
介
護
保
険
制
度
に
も
と
づ
い
た
一
定
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
自
己
負
担
額

⑤
寄
付
金
控
除

最
近
利
用
者
が
増
え
て
い
る
「
ふ
る
さ
と
納
税
」。
応

援
し
た
い
自
治
体
に
寄
付
を
し
返
礼
品
を
貰
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
人
気
と
な
っ
て
い
ま
す
。

寄
付
金
控
除
と
は
、
個
人
が
国
や
地
方
公
共
団
体
、
特

定
の
法
人
な
ど
に
寄
付
を
し
た
と
き
、
確
定
申
告
を
す

る
こ
と
で
、
金
額
に
応
じ
て
所
得
税
や
住
民
税
の
控
除

が
受
け
ら
れ
る
制
度
の
こ
と
で
す
。

・
寄
付
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
7
パ
タ
ー
ン

１
・
国
ま
た
は
地
方
自
治
体
に
対
す
る
寄
付
金

２
・
指
定
寄
付
金（
財
務
大
臣
が
認
め
た
も
の
）

３
・
特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す
る
寄
付
金

４
・
特
定
公
益
信
託
の
信
託
財
産
に
す
る
た
め
の
金
銭

支
出

５
・
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
付
金

６
・
認
定
N
P
O
法
人
等
に
対
す
る
寄
付
金

７
・
特
定
新
規
中
小
会
社
の
特
定
新
規
株
式
の
取
得
金

額
の
一
部

・
寄
付
金
控
除
で
控
除
さ
れ
る
金
額

寄
付
金
控
除（
所
得
控
除
）算
出
方
法

【
寄
付
金
年
間
合
計
額
※
1
―
2
0
0
0
円
＝
控
除

額
】

※
1
年
間
総
所
得
金
額
の
4
0
%
が
上
限

つ
ま
り
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
で
は
実
質
2
0
0
0
円
程

度
で
返
礼
品
を
貰
い
節
税
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

お
す
す
め
ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ
ト
ラ
ン
キ
ン
グ

T
O
P
３
‼

＃
１

楽
天
ふ
る
さ
と
納
税

・
掲
載
自
治
体
数
…
1
0
3
3

・
ポ
イ
ン
ト
…
最
大
3
0
%
超
ポ
イ
ン
ト
還
元

＃
２

ふ
る
な
び

・
掲
載
自
治
体
数
…
5
6
7

・
ポ
イ
ン
ト
…
A
m
a
z
o
n
ギ
フ
ト
券

1%
還
元

＃
３

ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス

・
掲
載
自
治
体
数
…
1
5
7
3

・
ポ
イ
ン
ト
…
利
用
者
数
N
o
1

⑥
各
種
人
的
控
除

個
人
市
民
税
・
県
民
税（
住
民
税
）と
所
得
税
に
お
い
て
、

妻
、
子
供
、
両
親
な
ど
を
扶
養
に
す
る
場
合
に
は
、「
配

偶
者
控
除
」「
扶
養
控
除
」
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
、
一

定
の
額
が
控
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
人

に
着
目
し
た
控
除
の
こ
と
を
「
人
的
控
除
」
と
言
い
ま

８つの内あなたは何個活用できているか
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す
。

家
族
の
人
的
控
除
を
上
手
く
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
分
所
得
控
除
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
、
所
得
税
・
住

民
税
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
人
的
控
除
を

使
う
た
め
に
は
年
収
な
ど
、
条
件
も
多
々
あ
り
ま
す
。

⑦
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

住
宅
ロ
ー
ン
を
使
っ
て
住
宅
を
取
得
す
る
時
に
、
金
利

負
担
を
軽
減
す
る
目
的
で
出
来
た
制
度
が
住
宅
ロ
ー
ン

減
税
制
度
に
な
り
ま
す
。

・
控
除
金
額
は
？

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
は
、
毎
年
末
の
住
宅
ロ
ー
ン
の
残

高
、
又
は
住
宅
の
取
得
対
価
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な

い
方
の
金
額
の
1
％
を
10
年
に
渡
り
、
所
得
税
か
ら
控

除
さ
れ
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
場
合
は
住
民

税
か
ら
も
一
部
控
除
さ
れ
ま
す
。

・
対
象
に
な
る
条
件
は
？

（
１
）

床
面
積
は
50
㎡
以
上

（
２
）

返
済
期
限
は
10
年
以
上

（
３
）

中
古
住
宅
も
対
象

（
４
）

確
定
申
告
が
必
要

・
対
象
外
に
な
る
条
件
は
？

（
１
）転
勤
で
居
住
し
な
く
な
っ
た
※
条
件
あ
り

（
２
）賃
貸
に
し
た
場
合

（
３
）返
済
期
間
が
10
年
未
満
に
な
っ
た

（
４
）所
得
が
3
0
0
0
万
円
を
超
え
て
い
る

⑧
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
i
D
e
C
o（
イ
デ
コ
）

i
D
e
C
o
と
は
公
的
年
金
に
プ
ラ
ス
し
て
給
付
が
受

け
ら
れ
る
年
金
制
度
で
す
。
2
0
1
7
年
1
月
に
公
務

員
や
主
婦
、
企
業
年
金
の
あ
る
会
社
員
な
ど
が
加
入
対

象
に
追
加
さ
れ
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
ほ
と
ん
ど
の

方
が
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

・
i
D
e
C
o
の
加
入
の
流
れ

（
１
）

自
分
で
毎
月
の
掛
金
を
決
め
る

（
２
）

投
資
信
託
な
ど
運
用
す
る
商
品
を
決
め
る

（
３
）

60
歳
以
降
に
年
金
又
は
一
時
金
で
受
け
取

る
。
※
受
取
額
は
積
立
金
と
運
用
損
益
の
合
計
な
の
で

運
用
成
果
に
応
じ
て
変
動
し
ま
す
。

・
i
D
e
C
o
の
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

メ
リ
ッ
ト
①

掛
け
金
が
全
額
所
得
控
除

メ
リ
ッ
ト
②

利
息
・
運
用
益
が
非
課
税

メ
リ
ッ
ト
③

受
取
時
も
一
定
額
ま
で
税
制
優
遇

・
i
D
e
C
o
の
３
つ
の
デ
メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト
①

60
歳
ま
で
引
き
出
せ
な
い

デ
メ
リ
ッ
ト
②

元
本
割
れ
の
リ
ス
ク

デ
メ
リ
ッ
ト
③

加
入
～
受
取
終
了
ま
で
手
数
料
が
か

か
る

★
ど
れ
く
ら
い
節
税
で
き
て
い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み

よ
う
‼

８つの内あなたは何個活用できているか
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８つの内あなたは何個活用できているか

※1
11年目～ 13年目は、以下の①②
のうちいずれか少ない方の金額
が3年間にわたり所得税から控除
される。
①住宅ローン残高又は住宅の取
得対価（上限4,000万円）のうち
いずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格（上限4,000万
円）の2％÷3

■所得控除に関する資料（財務省より引用）

■住宅ローン控除
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所
得
は
、
10
種
類
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
に
つ

い
て
、
収
入
や
必
要
経
費
の
範
囲
あ
る
い
は
所
得
の
計

算
方
法
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

１
・
利
子
所
得

２
・
配
当
所
得

３
・
不
動
産
所
得

４
・
事
業
所
得

５
・
給
与
所
得

６
・
退
職
所
得

７
・
山
林
所
得

８
・
譲
渡
所
得

９
・
一
時
所
得

10
・
雑
所
得

医
師
の
収
入
と
し
て
一
般
的
な
所
得
は
⑤
給
与
所
得
で

す
が
、
開
業
医
な
ど
個
人
事
業
と
し
て
収
入
を
得
て
い

る
方
は
④
事
業
所
得
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
収
入
の
受
け
取
り
方
に
よ
っ
て
税
金
が
変
わ

る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？

医
師
と
し
て
可
能
性
の
あ
る
所
得

４
・
事
業
所
得

５
・
給
与
所
得

10
・
雑
所
得

こ
の
３
つ
の
所
得
の
特
徴
を
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

４
・
事
業
所
得

事
業
所
得
と
は
、
農
業
、
漁
業
、
製
造
業
、
卸
売
業
、

小
売
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
そ
の
他
の
事
業
か
ら
生
ず
る
所

得（
山
林
所
得
又
は
譲
渡
所
得
は
除
く
）の
こ
と
で
す
。

個
人
事
業
主
と
し
て
開
業
し
て
い
る
先
生
の
ほ
と
ん
ど

の
方
が
こ
の
所
得
に
な
り
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト

・
自
己
責
任
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

・
営
利
性
が
あ
る
も
の

・
反
復
継
続
し
て
い
る
こ
と

・
以
上
に
つ
い
て
客
観
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る

　
　

こ
と

〇
経
費
に
つ
い
て

他
の
所
得
と
比
較
す
る
と
沢
山
の
経
費
計
上
が
可
能
。

①
収
入
を
得
る
た
め
に
直
接
必
要
な
売
上
原
価
や
販
売

費
、
管
理
費
そ
の
他
費
用

②
特
例
経
費

・
青
色
事
業
専
従
者
給
与（
青
色
申
告
）

・
事
業
専
従
者
控
除
額（
白
色
申
告
）

・
貸
倒
引
当
金
繰
入
額（
青
色
申
告
）

・
青
色
申
告
特
別
控
除
額（
青
色
申
告
）

５
・
給
与
所
得

給
与
所
得
と
は
、
奉
給
、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
及
び
賞

与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
所
得

を
言
い
ま
す
。

勤
務
医
の
先
生
の
ほ
と
ん
ど
の
方
が
、
勤
め
て
い
る
病

院
か
ら
給
与
所
得
と
し
て
収
入
を
得
て
い
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト

・
雇
用
契
約
が
存
在
す
る

・
使
用
者
の
指
揮
命
令
に
服
す
る

・
使
用
者
か
ら
空
間
的
お
よ
び
時
間
的
な
拘
束
を

　
　

受
け
る

・
職
務
上
の
費
用
が
使
用
者
の
負
担
と
な
る

収
入
の
種
類
を
把
握
す
る

収入の種類を把握して節税につなげる
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〇
経
費
に
つ
い
て

経
費
と
し
て
控
除
で
き
る
金
額
は
事
業
所
得
と
比
較
す

る
と
限
定
的
で
す
。

①
給
与
所
得
控
除

②
特
定
支
出
控
除

特
定
支
出
控
除
と
は
？

「
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
」
は
、
※
図
④
「
特

定
支
出
」
し
た
場
合
に
一
定
の
計
算
に
よ
り
導
か
れ
た

金
額
を
給
与
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
制
度
で
す
。

「
給
与
所
得
控
除
」
の
1
/
2
を
超
え
て
経
費（
特
定

支
出
）を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
た
部
分
を

給
与
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
例
）

年
収
1
0
0
0
万
円
の
勤
務
医
の
方

特
定
支
出
が
1
5
0
万
円
あ
る
場
合

・
給
与
所
得
控
除
額
2
2
0
万
円

・
特
定
支
出
控
除
1
5
0
万
円
―
2
2
0
万
円
×

1
/
2
＝
40
万
円（
課
税
所
得
40
万
円
減
額
!!
）

勤
務
医
と
「
特
定
支
出
控
除
」

勤
務
医
は
開
業
医
の
よ
う
に
必
要
経
費
を
所
得
か
ら
控

除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
ん
。
そ
こ
で
唯
一
、
勤
務
医

が
経
費
と
し
て
使
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
が
「
特
定
支

出
控
除
」
で
す
。

し
か
し
、
病
院
の
協
力（
給
与
の
支
払
い
者
の
証
明
書
）

な
ど
条
件
も
多
い
の
で
使
え
る
方
は
か
な
り
限
定
さ
れ

ま
す
。

10
・
雑
所
得

雑
所
得
と
は
、
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
不
動
産
所
得
、

事
業
所
得
、
給
与
所
得
、
退
職
所
得
、
山
林
所
得
、
譲

渡
所
得
及
び
一
時
所
得
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
所

得
を
い
い
、
例
え
ば
、
公
的
年
金
等
、
非
営
業
用
貸
金

の
利
子
、
副
業
に
係
る
所
得（
原
稿
料
や
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
係
る
所
得
な
ど
）が
該
当
し
ま
す
。

確
定
申
告
を
す
る
際
に
、
一
年
に
一
度
勤
務
先
か
ら
発

行
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

通
常
の
源
泉
徴
収
票
は
※
図
⑤
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
」で
す
が
、
仕
事
の
内
容
に
よ
っ
て
は
※
図
⑥「
報

酬
・
料
金
・
契
約
金
及
び
賞
金
の
支
払
調
書
」
と
言
う

源
泉
徴
収
票
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
給
与
で
は
な
く
、
確
定
申
告
上
は
「
雑
所

得
」
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
支
払
調
書
」
の
内
容

・
製
薬
会
社
か
ら
支
払
わ
れ
る
研
究
費

・
講
演
料

・
講
師
料

・
原
稿
料

・
放
射
線
の
読
影
な
ど
、
技
術
的
な
業
務
を
「
給
与
で

は
な
く
報
酬
」
で
請
け
負
う
。

「
雑
所
得
」
な
ら
、
必
要
経
費
の
計
上
が
可
能

原
稿
料
や
講
演
料
な
ど
の
副
収
入
に
よ
る
「
雑
所
得
」

に
つ
い
て
は
、
必
要
経
費
の
計
上
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
が
、
給
与
所
得
と
最
も
違
う
点
の
一
つ
で
す
。

給
与
所
得
の
場
合
、
給
与
所
得
控
除
が
も
と
も
と
あ
る

た
め
、
実
際
に
支
払
っ
た
経
費
を
給
与
収
入
か
ら
引
く

と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
雑
所
得
の
場
合
は
、
そ
の
収
入
を
得
る
た
め

に
直
接
要
し
た
費
用
、
業
務
上
の
費
用
を
経
費
と
し
て

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

該
当
す
る
経
費

・
原
稿
を
執
筆
す
る
た
め
に
購
入
し
た
文
房
具
や
医
学

書
、
取
材
費

・
講
演
を
行
う
た
め
に
支
出
し
た
交
通
費

税
務
署
の
経
費
に
対
す
る
展
開

税
務
署
で
は
、
領
収
書
の
紛
失
や
、
細
か
い
金
額
の
記

録
が
な
い
こ
と
を
想
定
し
、
暗
黙
裡
に「
概
算
経
費
率
」

と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
講
演
料
は
2
4
.
5
%
、
原
稿
料
で
あ
れ
ば

収
入
の
3
0
%
が
概
算
経
費
率
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

収入の種類を把握して節税につなげる
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収入の種類を把握して節税につなげる

■図4：給与所得者の特定支出控除

■図6：報酬・料金・契約金及び賞金の支払い調書

■図5：給与所得の源泉徴収票
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源
泉
徴
収
票
を
「
支
払
調
書
」
で
貰
っ
た
場
合
、
確
定

申
告
上
は
、
通
常
「
雑
所
得
」
で
申
告
し
ま
す
が
前
述

の
よ
う
に
「
事
業
所
得
」
の
方
が
「
雑
所
得
」
よ
り
も

圧
倒
的
に
税
制
優
遇
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、「
雑
所
得
」
が
「
事
業
所
得
」
と
し
て
計
上

で
き
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

・
業
務
委
託
契
約

病
院
と
の
業
務
委
託
契
約
に
よ
り
収
入
を
得
る
医
師
も

い
ま
す
。

業
務
委
託
に
よ
る
収
入
は
、「
事
業
所
得
」
に
な
る
ケ

ー
ス
と
、「
雑
所
得
」
に
な
る
ケ
ー
ス
に
分
か
れ
ま
す
。

事
業
所
得
に
な
る
場
合
は
、
青
色
申
告
書
で
の
申
告

や
、
赤
字
と
な
っ
た
と
き
に
給
与
所
得
等
の
他
の
所
得

に
そ
の
赤
字
分
を
充
当
す
る
こ
と（
損
益
通
算
）が
で

き
ま
す
が
、
雑
所
得
の
場
合
は
こ
れ
ら
の
恩
恵
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

事
業
所
得
に
該
当
す
る
か
雑
所
得
に
該
当
す
る
か
は
、

事
業
の
規
模
や
継
続
性
、
事
業
遂
行
の
た
め
の
投
資
の

有
無
な
ど
、
様
々
な
観
点
か
ら
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る

の
で
難
し
い
問
題
で
す
。

【
例
】

講
演
会
の
講
師
を
依
頼
さ
れ
た
場
合
や
、
ス
ポ
ッ
ト
で

大
き
な
業
務
を
た
ま
た
ま
請
け
負
っ
た
場
合
な
ど
は
、

継
続
性
の
観
点
か
ら
雑
所
得
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が

高
く
な
り
ま
す
。

継
続
的
に
業
務
を
請
け
負
う
契
約
が
あ
る
場
合
は
事
業

所
得
と
し
て
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
、
単

発
的
に
生
じ
た
収
入
に
関
し
て
は
所
得
の
種
類
に
十
分

注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

医
師
の
方
で
も
、
青
色
申
告
と
他
の
収
入
を
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
を
使
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

「
事
業
所
得
と
雑
所
得
」
の
2
つ
の
判
断
基
準

・
利
益
を
目
的
と
し
て
事
業
を
行
い
、
業
務
の
対
価
と

し
て
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
か

・
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か

・
自
分
の
責
任
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
か

・
そ
の
事
業
で
生
活
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か

・
事
業
と
し
て
周
り
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
る
か

税
務
上
の
違
い

事
業
所
得
で
あ
る
場
合
は
、
事
業
所
得
で
の
赤
字
と
給

与
所
得
等
と
の
損
益
通
算
を
行
う
こ
と
で
所
得
を
減

ら
す
こ
と
が
可
能
。

ま
た
、
青
色
申
告
を
行
う
こ
と
で
特
別
な
所
得
控
除

や
、赤
字
を
3
年
間
繰
り
越
せ
る
等
の
特
典
を
受
け
ら

れ
る
。

節
税
を
考
え
る
と
、「
雑
所
得
」
は
経
費
は
計
上
で
き

ま
す
が
、「
事
業
所
得
」
の
よ
う
な
経
費
の
扱
い
は
受

け
ら
れ
な
い
の
で
、
難
し
い
判
断
に
な
り
ま
す
。

事
業
所
得
と
雑
所
得
の
違
い

この判断で医師の節税額が大きく変わる
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白
色
申
告
と
青
色
申
告
の
違
い

大
き
な
違
い
と
し
て
、
※
図
⑦
事
前
の
届
け
出
書
が
必

要
か
ど
う
か
が
あ
り
ま
す
。

青
色
申
告
に
変
更
す
る
場
合
は
、
青
色
申
告
を
し
よ
う

と
す
る
年
の
3
月
15
日
ま
で（
1
月
16
日
以
降
に
新
た

に
事
業
を
開
始
し
た
場
合
は
事
業
開
始
か
ら
2
カ
月
以

内
）に
、
開
業
届
と
青
色
申
告
承
認
申
請
書
を
所
轄
の

税
務
署
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

何
も
提
出
し
な
い
場
合
は
、
自
動
的
に
白
色
申
告
者
に

な
り
ま
す
。

ま
ず
は
、
記
帳
方
法
・
確
定
申
告
書
類
・
帳
簿
に
違
い

が
あ
り
ま
す
。

白
色
申
告
の
場
合
は
、
売
り
上
げ
と
経
費
を
申
告
す
る

た
め
に
必
要
な
記
帳
は
「
収
支
内
訳
書
」
の
み
で
す
。

一
方
、
青
色
申
告
の
場
合
は
、

（
1
）簡
易
簿
記
：
1
つ
の
勘
定
科
目
を
用
い
て
、
目

的
の
み
記
録
す
る
方
法

（
2
）複
式
簿
記
：
2
つ
の
勘
定
科
目
を
用
い
て
、
お

金
の
動
き
と
原
因
の
2
点
を
記
録
す
る
方
法

青
色
申
告
で
は
、
正
し
い
申
告
を
す
る
こ
と
で
、
様
々

な
税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
①

青
色
申
告
特
別
控
除

控
除
を
受
け
る
た
め
の
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
最

高
65
万
円
の
青
色
申
告
特
別
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
必
要
書
類
】

・
正
規
の
簿
記（
複
式
簿
記
）の
原
則
に
よ
り
記
帳
し
た

帳
簿

・
帳
簿
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

メ
リ
ッ
ト
②

家
族
へ
の
給
与
を
経
費
に
で
き
る

青
色
申
告
で
は
、
配
偶
者
や
親
族
に
支
払
っ
た
「
青
色

事
業
専
従
者
給
与
」
を
必
要
経
費
と
し
て
所
得
か
ら
控

青
色
申
告
の
メ
リ
ッ
ト
を
使
う

青色申告を理解することが大事

■図7：所得税の青色申告承認申請書
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除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
青
色
専
従
者
の
要
件

ア
・
青
色
申
告
者
と
「
生
計
を
同
一
に
す
る
」
配
偶
者

そ
の
他
の
親
族
で
あ
る
こ
と

イ
・
そ
の
年
の
12
月
31
日
現
在
で
年
齢
が
15
歳
以
上
で

あ
る
こ
と

ウ
・
そ
の
年
を
通
じ
て
6
か
月
を
超
え
る
期
間
、
青
色

申
告
者
の
営
む
事
業
に
専
ら
従
事
し
て
い
る
こ
と

　
　・

支
払
い
金
額
は
？

青
色
専
業
専
従
者
の
給
与
に
は
上
限
設
定
が
な
い
と
は

い
え
、
社
会
通
念
上
、
妥
当
と
さ
れ
る
金
額
に
設
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
支
払
金
額
は
10
万
円
以
内
が
目
安
】

給
与
金
額
は
10
万
円
を
超
え
て
い
て
も
問
題
あ
り
ま
せ

ん
が
、
そ
の
金
額
が
妥
当
か
ど
う
か
、
業
務
内
容
な
ど

を
税
務
署
か
ら
確
認
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
青
色
専
従
者
給
与
も
源
泉
徴
収
の
対
象
に
な
り

ま
す
が
、
8
8
0
0
0
円
未
満
で
あ
れ
ば
源
泉
徴
収
の

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

・
ポ
イ
ン
ト

青
色
専
業
専
従
者
も
、
収
入
が
1
0
0
万
円
を
超
え
る

と
住
民
税
、
1
0
3
万
円
を
超
え
る
と
所
得
税
が
課
税

さ
れ
る
の
で
、
1
0
0
万
円
以
下
に
す
る
こ
と
が
お
勧

め
で
す
。

青色申告を理解することが大事

■図8：事業開設5年間のサンプル
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メ
リ
ッ
ト
③

純
損
失
の
繰
越
し
と
繰
戻
し

・「
純
損
失
の
繰
り
越
し
」

3
年
間
に
渡
り
赤
字
を
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
、
繰
り

越
し
た
赤
字
は
、
翌
年
以
降
3
年
間
の
黒
字
と
相
殺
で

き
ま
す
。

※
図
⑧
は
事
業
開
設
後
5
年
間
の
所
得
額
の
サ
ン
プ
ル

で
す
。
1
年
目
は
3
0
0
万
円
の
赤
字
で
す
が
、
こ
の

赤
字
分
は
3
年
目
や
4
年
目
の
黒
字
分
と
相
殺
で
き
る

の
で
3
年
目
と
4
年
目
の
所
得
税
を
ゼ
ロ
に
で
き
ま

す
。

2
年
目
の
赤
字
1
0
0
万
円
は
5
年
目
の
黒
字

3
0
0
万
円
か
ら
差
し
引
け
る
の
で
、
5
年
目
の
所
得

を
2
0
0
万
円
に
減
ら
せ
ま
す
。

・「
純
損
失
の
繰
り
戻
し
」

赤
字
を
繰
り
越
す
の
と
は
逆
の
ケ
ー
ス
に
な
り
ま
す
。

前
年
は
黒
字
だ
っ
た
の
に
今
年
は
赤
字
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
場
合
は
、
今
年
の
赤
字
分
を
前
年
の
黒
字

分
と
相
殺
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
純
損
失
の
繰
戻
し
還

付
」
と
い
い
ま
す
。

前
年
払
い
過
ぎ
た
税
金
を
受
け
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

メ
リ
ッ
ト
④

少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例

※
図
⑨
業
務
の
た
め
に
購
入
し
た
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
資

産
は
、
取
得
価
額
が
10
万
円
未
満
な
ら
そ
の
年
の
経
費

と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
10
万
円
以
上
な
ら
「
減
価
償
却
資
産
」
と
し

て
、
数
年
に
わ
け
て
経
費
に
計
上
す
る
の
が
原
則
で

す
。

・
青
色
申
告
の「
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
」と
は
？

1
個
あ
た
り
30
万
円
未
満
の
少
額
減
価
償
却
資
産
に
関

し
て
は
、
購
入
・
使
用
し
た
年
度
に
一
括
し
て
経
費
に

計
上
で
き
る
と
い
う
特
例
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
「
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
」
と
い
い
、

2
0
1
8
年
3
月
31
日
ま
で
に
取
得
し
た
資
産
に
適
用

さ
れ
る
限
定
措
置
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
利
益
の
多
く
出
た
年
に
30
万
円
未
満
の

資
産
を
購
入
す
れ
ば
、
そ
の
年
の
経
費
と
し
て
計
上
で

き
る
の
で
、
支
払
う
税
金
を
安
く
す
る
こ
と
に

繋
が
り
ま
す
。。

し
か
し
、
年
間
上
限
額
と
し
て
は
、
合
計
が

3
0
0
万
円
ま
で
と
な
り
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
⑤

家
事
関
連
費

家
事
関
連
費
と
は
？

一
つ
の
支
出
が
家
事
上
と
業
務
上
の
両
方
に
か

か
わ
る
費
用
の
こ
と
で
す
。

・
支
払
い
家
賃

・
水
道
光
熱
費

・
通
信
費

・
車
の
減
価
償
却
費

事
業
で
使
っ
た
こ
と
を
証
明
で
き
れ
ば
経
費
に
な
り
ま

す
。

経
費
計
上
の
仕
方

家
事
関
連
費
に
つ
い
て
は
、
事
業
用
と
し
て
使
用
し
て

い
る
分（
事
業
経
費
）と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
用
と
し
て
使

用
し
て
い
る
分（
家
事
費
）を
按
分
し
、
事
業
用
と
し

て
認
め
ら
れ
る
分
の
み
を
必
要
経
費
と
し
て
計
上
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

按
分
の
仕
方
は
、
※
図
⑩
の
仕
方
が
一
般
的
に
な
り
ま

す
。

︿
例
1
﹀

～
自
宅
兼
事
務
所
の
家
賃
の
経
費
計
上
の
仕
方
～

・
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン（
3
部
屋
、
総
面
積
75
㎡
）

青色申告を理解することが大事

■図9：特例を受けれそうな主な固定資産
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・
内
、
事
務
所
1
部
屋（
床
面
積
25
㎡
）

・
家
賃
15
万
円

①
事
業
用
と
し
て
利
用
し
て
い
る
割
合

25
㎡
÷
75
㎡
＝
0
.
3（

30
％
）・
・
事
業
面
積

②
支
払
い
家
賃
に
事
業
割
合
を
求
め
る

15
万
円
×
3
0
%
＝
4
.
5
万
円
・
・
必
要
経
費
額

③
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
分
の
家
賃

15
万
円
―
4
.
5
万
円
＝
1
0
.
5
万
円

︿
例
2
﹀

～
自
宅
兼
事
務
所
の
電
気
代
の
経
費
計
上
の
仕
方
～

・
マ
ン
シ
ョ
ン
全
体
の
コ
ン
セ
ン
ト
個
数
は
12
個

・
事
業
用
と
し
て
利
用
す
る
部
屋
の
コ
ン
セ
ン
ト
3
個

・
電
気
代
が
2
万
円

①
事
業
用
の
コ
ン
セ
ン
ト
の
個
数
の
割
合

3
個
÷
12
個
＝
0
.
2
5（

25
％
）・
・
事
業
割
合

②
必
要
経
費
に
計
上
す
る
金
額

2
万
円
×
2
5
%
＝
5
千
円

③
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
分
の
電
気
代

2
万
円
―
5
千
円
＝
1
.
5
万
円

︿
例
3
﹀

～
自
宅
兼
事
務
所
の
駐
車
場
代
の
経
費
計
上
の
仕
方
～

・
月
極
の
駐
車
場
を
借
り
て
い
る
場
合

・
1
週
間
の
内
、
5
日
間
は
事
業
用
と
し
て
利
用
し
て
、

2
日
間
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
用
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。

・
毎
月
の
駐
車
場
代
と
し
て
3
万
円
を
支
払
っ
て
い
る

①
事
業
用
と
し
て
利
用
し
て
い
る
日
数
の
割
合

5
日
÷
7
日
＝
0
.
7
1（
7
1
%
）

②
支
払
っ
た
駐
車
場
代
に
事
業
割
合
を
求
め
る

3
万
円
×
7
1
%
＝
2
.
1
3
万
円

③
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
分
の
駐
車
場
代

3
万
円
―
2
.
1
3
万
円
＝
8
7
0
0
円

■図10：家事関連費(按分の基準)

青色申告を理解することが大事
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プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
カ
ン
パ
ニ
ー（
資
産
管
理
会
社
）

日
本
は
年
収
が
高
い
ほ
ど
所
得
金
額
が
大
き
く
な
る

「
累
進
課
税
制
度
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
医
師
は
高
額
な
所
得
税
を
支

払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
医
師
は
自
分
の
資
産
管
理
会
社
と
し
て
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
カ
ン
パ
ニ
ー
を
設
立
す
る
方
法
も
あ
り
ま

す
。

会
社
を
設
立
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
節
税
方
法
が
可
能

に
な
り
ま
す
。

・
支
払
わ
れ
る
給
料
の
一
部
を
法
人
の
所
得
に
し
て
、

個
人
の
所
得
を
減
ら
し
、
支
払
う
税
金
の
減
額

・
社
会
保
険
料
を
毎
年
1
0
0
万
円
以
上
減
額

・
家
族
で
所
得
を
分
散
し
、
支
払
う
税
金
を
減
額

・
生
命
保
険
を
使
い
、
退
職
金
を
作
る

・
旅
行
費
用
な
ど
を
経
費
に
し
て
、
非
課
税
の
現
金
を

作
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
結
果
、
個
人
の
手

取
り
を
増
や
し
、
法
人
に
お
金
を
残
す
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
す
。

・
MS（
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
）法
人

病
院
か
ら
業
務
を
受
注
し
、
業
務
委
託
を
受
け
、
法
人

と
し
て
の
収
入
に
す
る
法
人

・
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
カ
ン
パ
ニ
ー

個
人
の
資
金
で
設
立
し
て
、
個
人
の
資
産
を
管
理
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
法
人

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
カ
ン
パ
ニ
ー
と
MS
法
人
の
違
い
は
？

結
果
、
個
人
出
資
の
会
社
な
の
で
同
じ
よ
う
な
法
人

法
人
の
目
的
は
？

・
個
人
収
益

・
業
務
委
託
収
入

・
資
産
の
管
理

要
す
る
に
節
税
対
策

勤
務
医
で
の
給
料
や
ア
ル
バ
イ
ト
を
法
人
の
売
り
上
げ

に
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
？

通
常
、
勤
務
医
と
し
て
稼
い
だ
収
入
を
法
人
に
振
り
込

ん
で
も
ら
い
、
法
人
の
売
り
上
げ
に
す
る
こ
と
は
難
し

い
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
勤
務
医
の
所
得
は
基
本
的
に「
給
与
所
得
」

と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
か
ら
で
す
。

勤
務
医
と
い
う
「
給
与
所
得
」
と
は
、
時
間
や
場
所
が

決
め
ら
れ
て
お
り
、
医
療
機
関
か
ら
診
療
用
具
な
ど
を

支
給
さ
れ
、
毎
年
、
働
い
た
分
の
金
額
が
振
り
込
ま
れ

る
よ
う
な
収
入
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

自
分
で
診
療
用
具
を
準
備
し
、
自
由
に
時
間
を
決
め
て

働
く
医
師
は
い
ま
せ
ん
。

万
が
一
、
税
務
署
か
ら
「
実
態
は
医
療
機
関
に
雇
用
さ

れ
て
い
る
の
で
そ
れ
は
給
与
所
得
で
は
？
」と
言
わ
れ
、

医
療
機
関
は
「
源
泉
所
得
税
を
課
税
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

【
例
】

医
師
は
法
人
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、

医
療
機
関
か
ら
法
人
に
振
り
込
ん
で
も
ら
う
と
い
う
形

に
す
る
。

し
か
し
、
医
療
機
関
に
医
師
を
派
遣
す
る
場
合
は
、
お

試
し
勤
務
や
産
休
・
育
休
の
代
替
派
遣
以
外
は
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

医
療
機
関
に
医
師
を
派
遣
す
る
こ
と
、
そ
の
も
の
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
診
療
や
手
術
な
ど
の

医
療
行
為
の
た
め
に
医
師
を
派
遣
す
る
こ
と
が
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
可
能
な
の
か
？

診
療
や
手
術
以
外
の
「
病
院
経
営
の
ア
ド
バ
イ
ス
」「
医

療
事
務
」「
診
療
報
酬
の
指
導
」「
医
薬
品
の
選
定
指
導
」

医
師
の
法
人
設
立

法人を利用し最強の節税を目指す
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「
ス
タ
ッ
フ
の
教
育
指
導
」「
保
険
請
求
業
務
」
と
い
う

名
目
な
ら
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

業
務
そ
の
も
の
を
請
け
負
い
、
法
人
の
指
示
命
令
管
理

に
よ
り
業
務
を
行
う
た
め
、
厚
生
労
働
省
大
臣
の
許
可

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
か
ら
が
ポ
イ
ン
ト

医
療
法
の
規
制
が
か
か
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
は
で
き
な
い

よ
う
な
多
種
多
様
な
事
業
展
開
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
法
人
自
体
は
医
療
法
の
規
制
は
受
け
ま
せ
ん

が
、
医
療
機
器
や
化
粧
品
、
健
康
食
品
に
つ
い
て
は
薬

事
法
、
法
規
制
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
広
告
規
制

も
出
て
き
ま
す
。

例
え
ば
、
医
療
機
器
や
化
粧
品
、
健
康
食
品
の
製
造
販

売
、
訪
問
介
護
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
デ
イ
ケ
ア
な
ど
の

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
。

医
療
機
関
へ
の
話
し
方

①
診
察
や
手
術
の
報
酬
は
、
給
与
と
し
て
源
泉
課
税
し

て
個
人
口
座
に
振
り
込
み

②
診
療
報
酬
の
指
導
な
ど
の
報
酬
は
、
法
人
に
振
り
込

ん
で
く
だ
さ
い
。（
法
人
へ
の
支
払
い
な
の
で
源
泉
所

得
税
は
引
か
な
く
て
い
い
）

③
医
療
機
関
を
法
人
と
の
間
で
「
業
務
委
託
契
約
書
」

を
交
わ
す
。

「
業
務
委
託
契
約
書
」
の
内
容

診
療
報
酬
及
び
ス
タ
ッ
フ
の
教
育
指
導
に
つ
い
て
は
、

成
果
に
応
じ
て
委
託
料
を
支
払
う
と
契
約
書
に
記
載
す

る
。

給
与
と
の
違
い
を
見
せ
る
た
め
に
、
変
に
毎
月
固
定
に

し
た
り
、
報
酬
な
ど
の
記
載
は
し
な
い
方
が
よ
い
。

し
か
し
、
医
療
機
関
側
は
同
じ
金
額
を
払
う
と
し
て

も
、
柔
軟
に
対
応
し
て
く
れ
る
医
療
法
人
が
な
い
と
で

き
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
医
療
機
関
側
も
税
務
署
か
ら
源
泉
課
税
を

さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
の
で
、
打
ち
合
わ
せ
を
し
、
医

療
機
関
が
納
得
し
て
く
れ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

メ
リ
ッ
ト
①

経
費
計
上
の
幅
が
広
が
る

通
常
、
病
院
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
料
に
関
し
て
は
税
引

き
後
の
金
額
が
手
取
り
に
な
り
、
実
質
に
使
え
る
お
金

に
な
り
ま
す
。

法
人
の
場
合
は
、
税
金
を
差
し
引
く
前
の
金
額
も
自
分

で
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
分
の
法
人
な
の
で
経
費
と
し
て
何
を
購
入
す
る
か
を

自
分
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

車
や
パ
ソ
コ
ン
費
用
も
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
し
て
、
全
て
法
人
の
経
費
に
な
る
の
で
、
経
費

を
引
い
た
後
の
金
額
に
対
し
て
法
人
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。

メ
リ
ッ
ト
②

適
応
さ
れ
る
税
率
が
変
わ
る

日
本
の
税
法
は
、
個
人
の
所
得
に
は
「
累
進
課
税
」
が

適
応
さ
れ
、
年
収
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
税
率
が
上

が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
法
人
税
は
個
人
の
累
進
課
税
と
違
い
、
一
定

ラ
イ
ン
を
超
え
る
と
税
率
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
こ
と

は
な
い
で
す
。

メ
リ
ッ
ト
③

家
族
に
給
与
を
出
す
こ
と
が
可
能

家
族
を
役
員
ま
た
は
社
員
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

法
人
税
額
も
さ
ら
に
安
く
で
き
ま
す
。

同
じ
金
額
の
所
得
を
１
人
で
受
け
取
る
よ
り
も
、
複
数

で
受
け
取
る
方
が
税
負
担
は
低
く
な
り
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
④

相
続
税
を
節
税
す
る
こ
と
が
で
き
る

所
得
税
と
同
じ
よ
う
に
「
個
人
の
財
産
」
よ
り
も
「
法

人
の
財
産
」
の
方
が
税
率
が
安
い
で
す
。

日
本
の
相
続
税
は
、
個
人
に
厳
し
く
法
人
に
や
さ
し
い

傾
向
が
あ
る
た
め
、
財
産
を
法
人
名
義
に
し
て
お
く
方

が
、
先
々
の
心
配
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

不
動
産
や
有
価
証
券
な
ど
、
持
っ
て
い
る
財
産
を
法
人

名
義
に
す
る
こ
と
で
、
節
税
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

法人を利用し最強の節税を目指す
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加
入
で
き
る
医
師
は
限
ら
れ
ま
す
が
、
数
少
な
い
節
税

の
手
段
で
も
あ
る
「
小
規
模
企
業
共
済
」。

小
規
模
企
業
共
済
と
は
、
会
社
員
と
違
っ
て
退
職
金
が

な
い
個
人
事
業
主
や
小
規
模
な
会
社
を
経
営
し
て
い
る

事
業
者
向
け
の
退
職
金
制
度
で
す
。

掛
け
金
の
上
限
は
月
額
7
0
0
0
0
円
で
、
掛
け
金
を

自
由
に
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
契
約
者
貸
付
制
度
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ

は
、
積
立
て
て
い
る
掛
け
金
の
範
囲
内
で
共
済
か
ら
無

担
保
、
連
帯
保
証
人
な
し
で
事
業
資
金
を
借
り
る
こ
と

も
で
き
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
非
営
利
法
人
で
あ
る
医
療
法
人
に
は
そ
の
加

入
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。

節
税
に
な
る
仕
組
み

・
ポ
イ
ン
ト

掛
け
金
が
全
額
控
除
の
対
象

【
例
】

毎
月
７
万
円
×
12
か
月（
年
間
８
４
万
円
）を
20
年
掛

け
た
場
合
、
税
率
が
こ
の
期
間
中
50
％（
課
税
所
得

１
８
０
０
万
円
～
４
０
０
０
万
円
）だ
っ
た
と
す
る
と
、

20
年
間
で
節
税
で
き
る
金
額
は
、

84
万
円
×
20
年
×
50
％
の
８
４
０
万
円
に
な
り
ま
す
。

解
約
時
に
約
90
万
円
の
税
金
の
支
払
い
義
務
が
生
じ
る

た
め
、
ト
ー
タ
ル
で
約
7
5
0
万
円
の
節
税
に
な
り
ま

す
。

小
規
模
企
業
共
済
の
注
意
点

・
加
入
後
20
年
未
満
で
解
約
し
た
場
合
、
元
本
割
れ
を

す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

節
税
効
果
が
い
く
ら
得
ら
れ
て
、
い
く
ら
返
戻
金
に
税

金
が
課
さ
れ
る
の
か
計
算
し
た
う
え
で
判
断
し
ま
し
ょ

う
。

・
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
っ
た
場
合
、
物
価
が
上
昇
し
、
お

金
の
価
値
が
下
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

将
来
掛
け
金
よ
り
も
多
い
金
額
を
受
け
と
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
以
上
に
イ
ン
フ
レ
し
て
い
る
と
実
質
的
な
価

値
は
下
が
っ
た
状
態
で
受
け
取
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。

小
規
模
企
業
共
済
を
使
う

積立にもなり節税にもなる
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令
和
元
年
の
国
税
庁
「
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
」
に

よ
る
と
、
給
与
所
得
者
の
平
均
給
与
は
４
３
６
万
円
で

す
。

医
師
は
令
和
元
年
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
に
よ

る
と
、
男
性
で
１
２
２
１
万
円
。
税
率
が
３
３
％
。

平
均
給
与
の
４
３
６
万
円
の
場
合
は
２
０
%
な
の
で
、

税
率
が
医
師
の
場
合
１
．
５
倍
に
な
り
ま
す
。

民
間
病
院
の
役
職
別
平
均
給
与
※
図
⑪

平
均
給
与
と
い
っ
て
も
、
国
公
立
の
大
学
病
院
、
私
立

大
学
病
院
、
民
間
病
院
な
ど
経
営
の
母
体
に
よ
っ
て
大

き
な
差
が
出
ま
す
し
、
非
常
勤
で
の
勤
務
先
を
持
っ
て

い
る
先
生
は
、
副
収
入（
給
与
所
得
）と
し
て
上
乗
せ

分
も
あ
り
ま
す
。

医
師
は
高
収
入
の
税
率
も
高
く
、
子
供
の
学
費
が
高
い

傾
向
に
あ
る
た
め
、
収
入
源
を
確
保
し
節
税
な
ど
の
対

策
を
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

勤
務
医
の
専
門
科
目
別

平
均
年
収
※
図
⑫

地
域
や
年
代
、
性
別
、
勤
務
医
先
に
よ
り
多
少
の
ず
れ

は
あ
り
ま
す
が
、
勤
務
医
と
し
て
の
平
均
年
収
は
産
婦

人
科
を
筆
頭
に
外
科
、
内
科
、
精
神
科
、
小
児
科
、
眼

科
、
耳
鼻
咽
喉
科
と
い
う
順
で
専
門
科
目
ご
と
に
差
が

出
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

一
方
、
開
業
医
は
、
眼
科
、
皮
膚
科
耳
鼻
咽
喉
科
、
内

科
な
ど
の
診
療
科
が
収
益
を
上
げ
や
す
く
、
設
備
コ
ス

ト
や
人
件
費
が
か
さ
む
産
婦
人
科
や
外
科
な
ど
は
効
率

的
に
収
益
を
上
げ
ず
ら
い
構
造
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。

年
収
だ
け
で
考
え
る
と
、
勤
務
医
よ
り
も
開
業
医
の
方

が
圧
倒
的
に
収
入
が
高
い
で
す
。

資
産
運
用
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
？

・
な
る
べ
く
早
い
う
ち
か
ら

資
産
運
用
を
始
め
る
の
に
最
適
な
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
な

る
べ
く
早
く
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

中
長
期
で
運
用
す
る
こ
と
を
考
え
、
毎
月
一
定
額
を
積

み
立
て
、、
毎
年
節
税
を
す
る
こ
と
で
、
安
定
し
た
リ

タ
ー
ン
を
得
る
こ
と
が
資
産
運
用
の
基
本
に
な
り
ま

す
。

資
産
運
用
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
退
職
が
近

づ
く
に
つ
れ
高
リ
ス
ク
の
投
資
か
ら
低
リ
ス
ク
の
投
資

へ
徐
々
に
資
産
を
移
し
、
守
り
の
運
用
に
変
え
て
い
く

こ
と
が
一
般
的
で
す
。

医
師
と
収
入
と
税
金

■図12 ■図11

資産運用のタイミングとは
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人
口
1
0
0
0
人
当
た
り
の
医
師
数（
各
国
比
較
）※

図
⑬

一
般
的
に
提
示
さ
れ
る
、
人
口
1
0
0
0
人
当
た
り
の

医
師
数
に
な
り
ま
す
。

各
国
の
定
義
は
様
々
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は
、

ｐ
r
a
c
t
i
s
i
n
g  

ｐ
h
y
s
i
c
i
a
n
s

で
、
日
本
で
は
医
療
施
設（
医
療
機
関
の
臨
床
系
以
外

を
含
む
）お
よ
び
介
護
老
人
保
健
施
設
従
事
医
師
数
が

対
象
で
あ
り
、
日
本
の
人
口
1
0
0
0
人
当
た
り
の
医

師
数
は
2
.
4
人
で
す
。

最
も
多
い
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
6
.
1
人
、
続
い
て
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
5
.
2
人
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
5
.
0

人
に
な
り
ま
す
。

人
口
1
0
0
0
人
当
た
り
の
医
師
数
の
推
移（
各
国
比

較
）※
図
⑭

日
本
の
人
口
1
0
0
0
人
当
た
り
の
医
師
数
は
、
カ
ナ

ダ
、
ア
メ
リ
カ
に
近
づ
い
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
は
2
0
3
3
年
頃
に
医
師
需
給
が
約
36
万

人
で
均
衡
す
る
と
予
測
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
計
算
す
る
と
、
日
本
の
人
口
1
0
0
0
人
当

た
り
の
医
師
数
は
2
0
3
3
年
に
3
.
1
人
に
な
り
ま

す
。

現
在
の
O
E
C
D
平
均
を
下
回
り
ま
す
が
、「
高
齢
化

に
よ
っ
て
医
療
需
要
が
変
化
す
る
た
め（
急
性
期
か
ら

回
復
期
・
慢
性
期
へ
、
そ
し
て
医
師
か
ら
多
職
種
へ
）、

現
状
と
将
来
お
よ
び
高
齢
化
率
の
異
な
る
各
国
の
医
師

数
を
単
純
に
は
比
較
で
き
ま
せ
ん
。

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
と
言
わ
れ
た
2
0
2
0
年
～
2
0
2
1

年
を
経
験
し
て
、
医
師
不
足
と
い
う
深
刻
さ
を
改
め
て

知
っ
た
日
本
で
す
が
、
超
高
齢
化
社
会
と
な
り
、
さ
ら

に
医
師
の
必
要
性
を
深
刻
化
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

日
本
の
医
師
数
の
現
状

■図13

■図14

日本における医師不足の深刻化
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米
国
内
で
平
均
給
与
の
高
い
職
業
ト
ッ
プ
10

米
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

（
B
U
S
I
N
E
S
S
I
N
S
I
D
E
R
）は
、
米
国

労
働
省
労
働
統
計
局
※
の
デ
ー
タ
を
基
に
、
米
国
内
で

最
も
平
均
給
与
の
高
い
職
業
の
ト
ッ
プ
25
を
発
表
し
ま

し
た
。（
※
米
国
労
働
省
労
働
統
計
局
と
は
ア
メ
リ
カ

の
失
業
者
数
や
雇
用
者
数
な
ど
の
労
働
市
場
に
関
す
る

デ
ー
タ
の
調
査
・
分
析
を
行
っ
て
い
る
政
府
機
関
。
日

本
の
厚
生
労
働
省
に
当
た
る
。）

ラ
ン
キ
ン
グ
は
、
昨
年
5
月
時
点
で
の
企
業
に
務
め
る

1
0
0
万
人
以
上
の
雇
用
者
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を

も
と
に
作
成
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
上
位
10
職
種
の
う
ち

9
つ
が
医
療
分
野
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
※

図
⑮

米
国
内
の
職
業
で
最
も
高
い
の
は
麻
酔
科
医
に
な
り
、

そ
の
年
俸
は
ア
メ
リ
カ
人
の
平
均
給
与
の
約
5
倍
と
な

り
ま
す
。

医
療
系
メ
デ
ィ
ア
の
「
M
e
d
s
c
a
p
e
」
に
よ
れ

ば
、
麻
酔
科
医
の
約
8
割
が
、
週
40
時
間
以
上
を
患
者

と
と
も
に
過
ご
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
3
位
に
入
っ
た
産
婦
人
科
医
は
、
全
米
で

約
1
9
8
0
0
人
で
年
俸
2
3
4
3
1
0
ド
ル（
約

2
6
0
4
万
円
）。

一
方
、
日
本
の
産
婦
人
科
医
の
年
収
は
「
2
0
0
0
万

円
以
上
」
の
割
合
が
40
代
67
％
、
60
代
60
％
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
20
代
「
6
0
0
万
円
未
満
」
が
1
0
0
％

と
年
齢
別
で
大
き
く
開
き
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
30
代
で
は
各
年
収
帯
に
分
散
し
、
経
験
が
豊
富
な

医
師
ほ
ど
相
応
の
年
収
を
得
て
い
る
状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
世
界
的
な
大
企
業
が
最

も
多
い
国
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
職
業
別
の
給
与
で

は
医
療
従
事
者
が
上
位
を
占
め
て
お
り
ま
す
。

会
社
経
営
者
よ
り
も
医
師
の
年
収
の
方
が
高
い
ア
メ
リ

カ
は
日
本
の
医
療
従
事
者
の
年
収
事
情
と
は
大
き
く
異

な
り
ま
す
。

米
国
で
平
均
給
与
の
高
い
職
業

医療従事者の年収が高い米国

■図15
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